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第５回農業委員会総会議事録 
 

１ 招集日       令和５年５月８日（月） 

２ 開会日時及び場所 

            令和５年５月８日（月）  午後２時00分 

            吾妻町ふるさと会館２階研修室１ 

３ 閉会日時      令和５年５月８日（月）  午後３時45分 

４ 委員氏名 

  (1)出席者（19名） 

   １番 松尾 茂敏  ２番 内田 弘幸  ３番 田島 真一  ４番 池田 兼三 

   ５番 山﨑 正典  ６番 本田  浩  ７番 草野 英治  ８番 中川 實美 

   ９番 徳永 玉義  10番 草野有美子  11番 栄木 正孝  12番 鶴﨑 高幸 

   13番 坂本  博  14番 東  康敬  15番 森﨑 茂德  16番 笠原  勝 

   17番 小筏 正治  18番 林田  剛  19番 馬場  保 

  (2)欠席者（なし） 

５ 議事に参与した者 

        事務局長     髙木 謙次 

        次  長     内田 啓輔 

        参 事 補     酒井 伸也 

        主  事     増冨 浩彦 

６ 議事日程 

   日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   日程第２ 議案第24号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

   日程第３ 議案第25号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第４ 議案第26号 農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農用地利用集積計画の決定に

ついて 

   日程第５ 報告第５号 非農地通知の発出について 

７ 農政推進に係る協議事項 

  （１）活動記録簿について 

８ その他 

────────────────────────────── 

午後２時00分開会 
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○事務局長（髙木 謙次君）  皆さん、こんにちは。今日は、草野有美子さんのほうがちょっと遅れて

来られるということで始めさせてもらいたいと思います。 

 議案の内容に一部取下げがあっておりますので確認をお願いしたいと思います。議案書の１７ペー

ジになります。基盤強化法による申請で整理番号の１４番、下から２番目の国見町土黒庚字辻ノ間

１７３２番地の田の６４６平米、これについてはもう貸さないということで削除をお願いしたいと思

います。よろしいでしょうか。（「はい」と言う者あり） 

 それでは、総会を始める前に注意事項を申し上げます。議事進行上、発言される場合は挙手の上、

議長が指名をしてからマイクを通して発言をしてください。また、携帯電話は音の出ないように設定

くださいますようお願いいたします。 

 本日、欠席届はあっておりませんので、法の規定による過半数に達しているため総会は成立いたし

ます。 

 それでは、会長に開会をお願いいたします。 

○議長（馬場 保君）  こんにちは。この間からの昨日までの雨、ちょっと多すぎたかなと思っている

んですけど、そういう中で農作業お忙しい中にご参集いただきましてありがとうございます。 

 なお、今日会議が終わった後に研修についての説明がありますので、残っとってください。よろし

くお願いします。 

 着座にて総会を進めさせていただきます。 

 ただいまから令和５年第５回雲仙市農業委員会総会を開会いたします。 

 まずは、議決事件の審議を行います。 

 各委員の協力方よろしくお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規程第１２条の規定により、１１番、栄木正孝委員、１２番、鶴﨑高幸委

員、両委員を指名いたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 日程第２、議案第２４号、農地法第３条第１項の規定による許可申請についてから、日程第５、報

告第５号、非農地通知の発出についてまでの議案３件、報告１件となります。 

 それでは、日程第２、議案第２４号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について、事務局

から議案事項の説明を求めます。 

○事務局（酒井 伸也君）  議案書２ページを御覧ください。 

〔議案第２４号の朗読〕 

 議案書は３ページ、申請番号１番から１２番まで１２件の申請があっております。詳しくは別添

１を御覧ください。 
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 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございました。 

 それでは、東部調査会長お願いいたします。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  議席番号９番、東部調査会長の徳永です。 

 東部調査会関係分は、申請番号１番から８番です。 

 申請番号１番、４番は、新規就農のため、２番、５番、６番、７番、８番は耕作利便のため譲り受

ける案件です。３番は規模拡大で譲り受ける案件です。 

 申請番号１番から８番について、現地調査並びに協議結果においても特に問題はありませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 申請番号１番から８番について、ご質疑がありましたらお願いします。 

○委員（６番 本田 浩君）  ちょっといいですか。ちょっと私から。４番は取下げになっちょらんで

すかね。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  先月取り下げで再度上がってきた。１か月保留しましょうというこ

と。 

○委員（６番 本田 浩君）  あ、そうですか。分かった。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  １５番、森﨑です。 

 この２番なんかは貸付けをしながら、また借りる、これはどうなんですか。買うとかな。４反ぐら

いしか農業されてなくて、貸付けして土地を買うとか、これは土地転がしなん。 

○議長（馬場 保君）  事務局、説明できますか。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  貸付けしながらさ、今度また買いよるけんがさ、４反ぐらいでさ。

今んとはちょっとおかしかじゃなか。 

○議長（馬場 保君）  徳永委員さん。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  徳永ですけど。これは土地転がしじゃないんですけど、大体工事関係

をしよらすとですよね。ほいで、うちの隣もなっとるですけど、現場はですね。そういう関係で資材

置場、電気関係、工事関係をしておりますので、資材置場を兼ねての売買をされちょるわけですよ。

それで１３も隣の人で、まあ遠い親戚になっとるでしょうけど、そういう関係で内々でも…… 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  結局農地じゃなくて宅地にしたかけん…… 

○委員（９番 徳永 玉義君）  確かにもう息子の宅地になっちょとですね。家を造るように申請はし

ちょっとですけど、特別な事情がちょっとあったもんですから、皆さんに納得していただいたら。別

に土地転がしとかそういうあれじゃないんです。雲仙市の指定の電気工事もしておりますので、認定

もしまして、そういう。 
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○委員（１５番 森﨑 茂德君）  一応俺たちは反対するわけいかんやろう。一応質問はした。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  書類上ではそういうふうに取れますけど、実情は全然、立派なんがあ

るんですけど。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  地元の意見を尊重せんにゃいかんよ。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  この地主さんがやっぱり土地を放したかとは事実でしょ。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  はい、分かりました。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  申請番号２番のは、この前…… 

○委員（９番 徳永 玉義君）  はいはい、取り下げた。あれの関係です。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  関係で、土地は違うんですか。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  そうです、そうです、別のとこです。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  これまた５条か何かで、また取られる予定でしょ。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  はい。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そうでしょうね。最初から５条でよかったのね。（発言する者あり） 

○委員（９番 徳永 玉義君）  とりあえずは、何か作らんにゃということで指導されたんじゃろうと

思うとですけど。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  ３条で大体売買をすること自体が、これ事務局はどういうふうに思っ

て、あれしたんかな。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  そういう懸念もあった。何でこれだけ残して、また転用じゃろうね

というようなこと思っとったけど、もしかして申請者がちゃんとした計画書を立てて、農地に向けて

ですよ、計画を立てて出しとって、それを信用せざるを得ないなというような感じだったです。 

 また、恐らく、何年かすればすぐ転用さすかもしれん。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そういうように貸し付けて森﨑さんが言わすごとあくまで農地として

買うて、隣ばってなれば最初からこれは３条で出すよりも転用で最初から５条で。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そうすれば文句は言わん。 

○委員（６番 本田 浩君）  この内容については、別添２の９ページ、ここをちょっと見ていただけ

れば。１２０９─４が今回３条であるだけで、その横が１２１０─４が今度は５条で資材置場。そし

てその横が１２０９─３、１２１０─３、これが息子の宅地、これも５条、この一帯も１,０００万円

で買っているということやね。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  今言われて分かるんですけど、３条で買うというのが、３条で買うと

いうこと自体よりも、じゃ、これ何で…… 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  ５条でしとけば、何なの。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  もし、これはそのまま今回はそのまま作って、その後で転用目的であ
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るなら、その後に転用で上げるような形にせんから、これ売るほうがどがんして、こういうのでやっ

たとかな。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そこで金額を上げて。（発言する者あり） 

○委員（９番 徳永 玉義君）  半年なり１作なり４月まで今までしてきたもんだから、事務局はどが

ん受付したもんか。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  農地のこれだけは転用します、これだけは農地を買いますという。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  受付の仕方がおかしい。どがんふうになっとるとか。 

○事務局長（髙木 謙次君）  すいません、事務局ですけども、すいません、この部分把握できていな

い部分がありますので、ちょっと後で確認してから報告させてもらいたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

○委員（１４番 東 康敬君）  調査会で議論はしたわけじゃけ。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  議論はしたんですよ、前のような議論はしたんですよ。したけど、何

か受付の時点でそういうの受け付けとるんやから。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  これは支所の受付でしたと。（発言する者あり） 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そしたら、事務局は今説明せな。事務局は説明するのよ。後で何とか

はなかろう、この件に関しては。 

○事務局長（髙木 謙次君）  ちょっと分かる者、呼んできますので。 

○議長（馬場 保君）  しばらく休憩します。 

午後２時17分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時20分再開 

○事務局次長（内田 啓輔君）  すいません、お待たせしております。事務局、内田です。 

 担当に確認しましたところ、そこの１２０９の４は、そこは農地として使うということで確認を取

っているということでございます。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そしたら事務局、ぴしゃっとしとって。確認したんで、確認。それ

だけ一筆入れて。 

 それがおかしい。じゃけん、ちゃんと今度はっきり農地を利用しよるかということを確認をしてか

ら一筆書いて、書かして実質とって。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  だから調査会の人間は、今日、推進委員にはそういう指導してくれと

いう確認は私もしました。だから一応指導はしてくれと。推進委員の人には。隣の人ですから。土地

も隣やし。野菜か何か作らんというような内容だったもんですから。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  逆に農地で使うというのは、ちょっと高い。１００万かねと、今度は。
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（笑声） 

 じゃけん、どげえ考えてやっぱ転用目的なら最初から転用してあげれば、何もこがん心配せんでよ

かとにねと思って。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  何年作らすか知らせんけど、そういうことで了解はさせてもらったん

です。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  早く事務局から確認取って。（発言する者あり） 

○委員（２番 内田 弘幸君）  農地として使うということですね。 

○事務局次長（内田 啓輔君）  そういうことです。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  分かりました。 

○議長（馬場 保君）  ２番について、よろしいですかね。 

 ８番までありますけども、何かご質疑ございませんか。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  よかですか。４番について、補足の説明で。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  お願いします。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  これは私が担当したことですけど、前回この案件が上がってきてお

ったのを私もちょっと納得いかんやったもんで、取下げじゃなくてちょっと１か月ぐらい保留させて

くれということで言って、今月また上がってきたんですけど。その理由として、これ下限面積の影響

かこの人が全部買うということで現地を見に行ったら、今現在麦とかが生えとって、まだ小作者が闇

小作があったわけですよね。それで闇小作者の人たちに聞いたら、そういうことは全く知らないとい

うことで確認を取っていたら、いや、米も取るまでよかですよ、麦も取るまでよかですよという感じ

だったんですけど、まだほかあと２筆であるとかね、あれ。それで畑なんですけど、そこにも野菜や

何やら作ってあって、誰か作りよるか分からんということでいろいろ調べたら、分かったんですけど、

全部こういう方が下限面積の撤廃を利用して入ってきてされるということが、本当に農業されるのか

どうかということは、一番心配になってくることですよね。 

 それで、計画書には水稲等も作るとなっておったというんですけど、事務局、とにかく本当に農業

されるのかどうかという確認は取ってもらいたいとこですけど。今からこういうことが一番入ってく

るんじゃないかと思うんですけど、ここは単価を見れば単価もまた安かでしょ。一応１５万ぐらいに

したでしょ。これも今もう誰もおらんですけど、そこの宅地も住まいも家もこういう値段ですね。 

 それで狭いところもあるし、いろいろ決めてもおらんし１５万になったそうですけど、本当にこう

いう作物を作らんやったとか、また元に戻してくれと今すぐそれが分かっちゃおったですけど。こう

いう下限面積なくなって誰でもよかと言って、こういうふうに上がってきて、できればせんにゃいか

ん。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  議長、いいですか。この下限面積の問題が発生したときに、これで終
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わりと言うたと思いますけど、こういう問題が出てきますよということで発言したはずですよね。工

事関係者が特に絡んでくるんじゃないですかと、下限面積をああした場合はという発言は私、聞きま

したけど、たちまちすぐ上がってきているわけですね、知らんうちに。 

 だから、こういう問題はほかの地区でも、中部、西部さんも恐らく出てくるんじゃないかなと思い

ます。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そこでですよ、特に建設会社の方なんかは、３年なら３年作物は絶

対作らないかんよという誓約書みたいなのは書かせるべきじゃない。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  だから、それを今度はこの委員会で決めないかんと思いますよね。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  それ口で言ったばっかりでは、「はい」て言いませんよね。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  誓約書を書かせてね。 

○議長（馬場 保君）  池田委員。 

○委員（４番 池田 兼三君）  今、下限面積の問題出ていましたけど、今回の４月から下限面積の問

題の中で、地域計画の絡みもあるようなことを、前の増冨局長が言ったですね。そんなに下限面積で

申請ができないような私は見方をしたわけですけど、今回こういうことで上がってきたことについて、

地域計画の絡みは事務局はどがん考えたですか。事務局、下限面積は一応撤廃ということですけど、

地域計画の絡みのあろうて増冨前の局長からちょっと聞いとったもので。今、下限面積撤廃は出され

んというような言い方をちょっと聞いたですけどね。いきなりこうして上がってきている。（発言す

る者あり） 

○事務局長（髙木 謙次君）  事務局ですけれども、増冨前局長どういうふうな答弁されたか分からな

いんですけれども、下限面積撤廃によって新規参入とかそういったものを認めていくということです

けど、基本的には営農で生計を立てるような形で提出する方、購入できないと思いますんで、そうい

った中に多分地域計画の中にもそういった土地についても位置づけをされないと駄目なのかとい

う…… 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  いや、駄目は駄目やけど口頭で言うたって、相手が守ればよかとで

す。 

○委員（４番 池田 兼三君）  地域計画は７月ぐらいと言ったでしょう。（発言する者あり）いきな

り４月から、今回から下限面積撤廃でこうして申請者上げた場合さ、これをすんなり受けてよかちか

な。 

○事務局長（髙木 謙次君）  地域計画の策定については、令和７年の３月３１日までとなっておりま

すけども、この下限面積の撤廃について受付をどういうふうにするかというのは、やはり今後も営農

をしていくということを権限移譲するわけですから、森﨑さん言われるとおり３年とかの誓約を書か

せるとか、そういった決まり事というのができるような農業委員会の中で決めていただければいいの
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かなというふうに事務局としては思いますけど。 

○委員（７番 草野 英治君）  営農はよかと思うけど、計画書の中で…… 

○事務局長（髙木 謙次君）  事務局だけで勝手に決めるわけにいきませんので。（発言する者あり）

そこをちょっと確認します。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  もう下限面積にしまったら、農地を買うて宅地にされたらどうなの。

それは先に決めや。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  そういうのしとかんばね、買うてしてさ、誰かに作らすという考え

方。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  いや、３年作れば。 

○委員（１４番 東 康敬君）  例えば下限面積の検討、営農するということでしょう。下限面積は決

められたことで、それは条件なら仕方がないと。 

 それと、営農をするせんというのは、地域の調査会じゃないと分からんわけですね、よそのことは。

だから地域の人たちが、ちょっと見ながら、調査会の中で意見を述べながら、この総会に臨んでいく

という風にせんと水掛け論と思うわけですよ、いろんな方に言うたって。だから、そこら辺はもう調

査会に任せる中でやっていかんと、ほかの調査会の人はよそのことを見とけというの分からんですよ。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  いや、そればってんさ、言うだけで守ればいいわけよ。 

○委員（１４番 東 康敬君）  だから、そこを見ていけば。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  ちゃんとすると言うけど、ちゃんと誓約書考えて作って。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そうそう、決めんにゃもう一緒て。事務局が何か決めて。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  事務局は農業委員で決めてくださいと言いよる。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そうそう、農業委員がせんにゃ。 

○委員（１４番 東 康敬君）  例えば、それに違反すればどういうペナルティーをするのか、これは

実際的にでしょ。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  戻すぞと。（発言する者あり） 

○委員（２番 内田 弘幸君）  農地法３条で売買するわけやけん、今までも農地法３条で買うて半年

耕作すればよかたいというような感じで、ずっと。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  今まではしてきとるけ。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そうたいな。そうした中で、新規に下限面積を撤廃した形での３条で

買うた場合と、今まで下限面積持っとって３条で買うもんもおるたいな。それも逆に今度は区分けせ

んばいかんことになっとかな、それなれば。 

 同じ３条じゃなかですか。そのときに新規で下限面積持たんで、買うた人は３年は耕作してくださ

いよと。ただ、下限面積以上持っとる人が半年でよかですよという。 
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○委員（１５番 森﨑 茂德君）  平均レベルの人は、もうそのまま条例は適用せんでもよかじゃ。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そこの区分けをして、３条でも売買をするのかということは、これは

農業委員会で。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  全体的に決めるべきやろ。事務局は、事務局だけで責任取らんやろ。 

○事務局長（髙木 謙次君）  いや、基本的には農業委員会の中で決めていただく必要が。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  やけん、農業委員会で決めたほうがいいんじゃろ。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  そういうとこまだ今から決めんばいかんとき、こうやって今度上がっ

てくるんじゃけん。（発言する者あり） 

○事務局（増冨 浩彦君）  よかでしょうか、事務局です。 

 １問目、地域計画と下限面積の関係ですけど、地域計画がまずできてしまった後には、誰でも借り

てよかしかというところかね。 

○事務局長（髙木 謙次君）  そうですね、誰でも貸し借りができるということですね。 

○事務局（増冨 浩彦君）  ３条でしょう、はい。今もですけども、下限面積は基本的になくなっとる

もんやけんか、誰でも農地を借りたり買うたりできるとはできます。 

 地域計画との絡みは、地域計画がきちんとされたところは、その中に入っておるところ。地域計画

で決められた区域の農地は、下限面積は誰でも農地を買うということはできません。その地域計画の

中で、基本的に担い手が中心になっていきますので、担い手しか農地動かせませんので。 

○委員（１４番 東 康敬君）  そこら辺は事務局が選別をしておかんと、我々は分からんわけたいで

すね。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうですね。地域計画自体は雲仙市でつくりますので、その地域計画とい

うのが一番大事になってきます。その地域計画から外れた農地は誰でも買うたり借りてすることがで

きる。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  その場合さ、仮に宅地にしたいために買ったもんがさ、１作作った

らすぐ変えるんやろ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  はい。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  そこのとこ防止するためには、何か３年なら３年という農業委員会

で決められんとか。 

○事務局（増冨 浩彦君）  決めれません。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  決められんとか。 

○事務局（増冨 浩彦君）  はい。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  条件つけられんと。 

○事務局（増冨 浩彦君）  はい。３条で売買するときに、だけん、１回目は見逃しやすかですよね。
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そういう計画はなかと言って、農地を買うて、１作作って、すぐ転用ば。２回目ですね。１回目そう

いうことをしとる人は、簡単に農地の売買をやめさせることはできますので。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  聞くけどさ、本人に言わんにゃ、事務局が今度は替わったいね、し

ょっちゅう。その場合、分からんやん、分かっとね。 

○事務局（増冨 浩彦君）  分かります、それはもちろん。ずっとやっぱりそういうのは引き継いでブ

ラックリストに載せていかんばいかんことですので。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  そしたら、こういう場合は口頭で事務局と買い主が、口頭でちゃん

と農地、農業を守ってくださいよ、作ってくださいよということの確約だけなんですか。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうですね、１回目はですね。作ります、一切…… 

○委員（１７番 小筏 正治君）  そのときの取り交わしはできないということ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  できないと思います。もう農業委員会の総会で売買の許可を出してしまっ

て、所有権移転をしてしまった後は、もうどうしようもないです。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  じゃ、一筆書かせて売買はしよう。 

○事務局（増冨 浩彦君）  いや、過度なことは多分されない、うちだけはそういうことができないん

ですね。 

○委員（１４番 東 康敬君）  現金で金を払ったのを、また返せと言われたんですよ。（発言する者

あり）登記も済んじょってでん、全部がするもんかと言うんですよ。（発言する者あり） 

○委員（４番 池田 兼三君）  まだ地域計画は分からないということ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうです、そうです。 

○委員（４番 池田 兼三君）  ７月頃と言ったろ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  地域計画はあと２年、令和７年です。７年の３月３１日に完成は目指して

おる。 

○委員（４番 池田 兼三君）  その地域計画は、こういう新事業をそのまま上げて、あと事務局で計

画することにおいては…… 

○事務局（増冨 浩彦君）  あ、そうです、そうです、許可は。 

○委員（４番 池田 兼三君）  種別してもらえる。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうですね。 

○委員（４番 池田 兼三君）  それは農業委員会委員自体は分からんけどさ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうですね。本人に確認するしかなかとですね、事務局。 

○委員（４番 池田 兼三君）  今回のこの審議についても、そのように。 

○事務局（増冨 浩彦君）  はい。そのために営農計画書も添付させとるし、何を作ってもということ

ですね。あとはもう地元の農業さんたちに本当に作っているかどうか。 
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○委員（４番 池田 兼三君）  この申請については、これはいいということ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  そうですね。そこはここで総会の中で判断をしてもらう機会とか。 

○委員（４番 池田 兼三君）  地域計画はもう関係なくてよかわけ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  今のところは、地域計画もまだ全然何も始まったばっかりで全然できてい

ないので。 

○委員（４番 池田 兼三君）  地域計画がある時点で上がってきたところが、事務局で選別して申請

書を受付をするわけ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  地域計画のできた。 

○委員（４番 池田 兼三君）  できていない、そのできるまでの間。 

○事務局（増冨 浩彦君）  間ですか、間はできんけど簡単に言えばフリーパスですね、今のところ。

この３条、下限面積は撤廃しとるけん。２年間はブラックホールと私は言うとですけど、国あたりに

も言うたんですけど、２年間はブラックホールですよ、本当。総会が一番大事になってきます。 

○委員（４番 池田 兼三君）  そしたら、今森﨑委員が言うのて、農業委員である程度決めておかん

とさ。 

○事務局（増冨 浩彦君）  でも、過度なことは決められんとですね。だから農地法３条自体にそれが

接続しとらんとですよ、そういう要件が。極端に言えば、農地法の３条で農地で買いますよと言って

買うて、１作を作らんでも本当はよかですよ、すぐ転用して。１回目はですよ。 

 ２回目は、ここの総会の中で、この間、農地で使うと言うてから買うたのが転用しとると言うと、

分かれば許可は駄目ですよと、総会の中では出てくるとですけど。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  それは、そがん感じる人が買うとなればさ、もともと分かっておっ

て何で許可を出されるじゃろうかという。 

○事務局（増冨 浩彦君）  だけんが、もうはっきり農地法３条の中でうたわれとらんことば、農業委

員会自体で決めるということは、まず難しい。 

○委員（１８番 林田 剛君）  ２回目はそういう許さない、農地に対してずっと把握というかチェッ

クという…… 

○事務局（増冨 浩彦君）  それは地元の委員さんが、日々のパトロールで見ておってもらわんばいか

んとですたいね。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  新規就農となっとったい、したら就農計画てあるわけやろう。あと、

畑で米と麦たい。ほんとで大体営農計画とか取ってさ。それじゃ利益はそねえ上がらんじゃろうとな

って、これじゃ駄目ですよと言わんとたい、受け付けるときは。 

○事務局（増冨 浩彦君）  利益を上げるか上げんかじゃなくて、そこに作物を作るかどうか、農地と

して使うかどうかですもんね。利益は幾ら上げるかじゃなくて、農地として耕作はしていくかどうか
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という判断をしている。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  新規就農やったらやっぱり新規就農のためと書いてあるでしょうが、

新規就農である意味経営的にプラスになるという計画書なっとは出させんことには。 

○事務局（増冨 浩彦君）  新規就農もそげんか、いろいろあるじゃなかですか。若い人が農業を始め

たいという人、サラリーマンあたりば退職した、もう６０歳以上の人が家庭菜園並みで始めたいとい

う人も新規就農なんですよ、言葉自体は。 

○議長（馬場 保君）  では、前に戻りますけども、東部関係の１番から８番までよろしいですか。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  ちょっと待って。さっき言いよった反当たりの１５万というのはです

よ、５番は１反で８５万とかですよ。 

○委員（１７番 小筏 正治君）  私も１５万で見たときに、ほんなことじゃろうかいということであ

れしたんですけど、委員会的には安価、雇用確保あるとですね。俺たちも１５万で持っちゃろうかと

いうことなっとですけど。このとにかく幾らか決めるときは、農業委員、推進委員、誰もタッチはし

とらんことですよね。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  はい、分かりました。 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ないようですので、続きまして、中部調査会長お願いします。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  議席番号２番、中部調査会の内田です。 

 中部調査会関係分は、申請番号９番、９番は所有者が耕作できないため譲り受ける案件です。 

 申請番号９番について、現地調査並びに協議結果についても、特に問題ありませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 それでは、申請番号９番について、ご質疑がありましたらお願いします。ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、続きまして、西部調査会長お願いします。 

○委員（７番 草野 英治君）  議席番号７番、西部調査会長の草野です。 

 西部調査会関係分は、申請番号１０番から１２番です。 

 申請番号１０番は規模拡大のため、１１番、１２番は耕作利便のため譲り受ける案件です。 

 申請番号１０番から１２番について、現地調査並びに協議結果においても特に問題ありませんでし

た。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 
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 それでは、申請番号１０番から１２番について、ご質疑がありましたらお願いします。ご質疑ござ

いませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、議案第２４号、申請番号１番から１２番は申請ど

おり許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご異議ないようですので、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、日程第３、議案第２５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、事務局から

議案事項の説明をお願いします。 

○事務局（酒井 伸也君）  議案書６ページを御覧ください。 

〔議案第２５号の朗読〕 

 議案書７ページ、８ページと申請番号１番から８番まで８件の申請があっております。詳しくは別

添２を御覧ください。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 それでは、東部調査会長から案件について説明をお願いします。 

○委員（９番 徳永 玉義君）  議席番号９番、東部調査会長の徳永です。 

 東部調査会関係分は、申請番号１番から３番です。 

 申請番号１番は、進入路への追認申請です。転用者並びに譲渡人は農地転用許可申請がいるという

ことを知らずに進入路として２０年以上も使用してきたということです。宅地に囲まれていることか

ら第３種農地と考えられます。 

 申請番号２番は、一般個人住宅への転用申請です。 

 申請番号３番は、資材置場への転用を計画されています。いずれも国見支所から５００メートル未

満に在することから第２種農地と考えられます。 

 申請番号１番から３番について、現地調査並びに協議結果においても、特に問題ありませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 それでは、申請番号１番から３番について、ご質疑がありましたらお願いします。ご質疑ございま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、続きまして、中部調査会長、お願いします。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  議席番号２番、中部調査会の内田です。 



- 14 - 

 中部調査会関係分は、申請番号４番から５番です。 

 申請番号４番は、お寺の参拝客用の駐車場への転用申請を計画されています。申請地は、農振白地

１０ヘクタール未満の一団の農地の区域内にあるため、第２種農地と考えられます。 

 申請番号５番について、作業場兼資材置場用地への計画をされております。申請地は農振白地

１０ヘクタール以上の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地と考えられます。しかしながら、

例外的に地域に居住する者の日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもので

あるため、許可できるものと考えられます。 

 現地調査並びに協議結果においても、特に問題ありませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 それでは、申請番号４番から５番についてご質疑がありましたらお願いします。ご質疑ございませ

んか。森﨑委員。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  申請番号４番の金額はこれでいいのか。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  ２番、内田です。これ別添をちょっと見ていただいていいですか。こ

こに宅地で４０７の６と４０１の１、あってたいね。そして４０７の６には、家が建っととですよ、

売る。それの解体賃まで。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  あ、入れて。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  全部解体料から何からも含めての、宅地のほうの宅地代も含めての

５００万です。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  はい。５番もそうだって、極端に安か。（発言する者あり）５番。

４００平米で４０万。畑よりも安くなる。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  親戚関係やったです。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  よかです。 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑がないようですので、続きまして、西部調査会長お願いします。 

○委員（７番 草野 英治君）  議席番号７番、西部調査会長の草野です。 

 西部調査会関係分は申請番号６番から８番です。 

 申請番号６番は、一般個人住宅への転用申請です。申請地は農振白地、千々石中と城代医院が

５００メートル以内の区域に存在し、かつ上下水道管が埋設されている道路に接続しているため、第

３種農地と考えられます。 

 次に、申請番号７番について、駐車場用地への追認申請をされております。申請地は、農振白地
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１０ヘクタール未満の一団の農地の区域内にあるため、第２種農地と考えられます。平成１０年前後

居宅への進入口が狭く駐車場がないため、申請地を購入したということです。 

 次に、申請番号８番について、申請地は南串山支所から５００メートル以内にある農地であるため、

第２種農地と考えられます。申請地については、令和４年１２月に駐車場用地として許可を受けた土

地が道路拡幅工事のため用地が不足したため、新たに申請するものです。 

 現地調査並びに協議結果においても、特に問題ありませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 それでは、申請番号６番から８番について、ご質疑がありましたらお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、議案第２５号、申請番号１番から８番は申請どお

り許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご異議ないようですので、申請どおり許可することに決定しました。 

 次に、日程第４、議案第２６号、農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農用地利用集積計画の決

定についてを議題とします。事務局から議案事項の説明を求めます。 

○事務局（酒井 伸也君）  議案書９ページを御覧ください。 

〔議案第２６号の朗読〕 

 議案書は１０ページ、整理番号１番から、議案書３２ページ、整理番号４１番までです。 

 整理番号１番から６番までは貸借に係る案件、整理番号７番から１２番までは所有権移転に係る案

件、整理番号１３番から４１番までは農地中間管理機構へ貸し付ける案件で、配分先まで決定する一

括方式となっております。詳しくは別添３を御覧ください。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 議案第２６号に対する質疑を行います。 

 まず、貸借権設定に係る申請番号１番から６番について、ご質疑ありませんか。ご質疑ございませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、次に、所有権移転に係る申請番号７番から１２番

について、ご質疑ございませんか。はい。 

○委員（１６番 笠原 勝君）  １６番、笠原です。 

 整理番号７番の約６反の農地が１００万円というのは、これは金額的にどうなんでしょうか。親戚
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か何かだったのでしょうか、教えてください。（発言する者あり）１３ページの整理番号。 

○議長（馬場 保君）  中川委員。 

○委員（８番 中川 實美君）  この譲渡人は、譲受人のおばになる人です。それで、もう誰も農業で

きないんです。 

○議長（馬場 保君）  よろしいですか。 

○委員（１６番 笠原 勝君）  はい、分かりました。 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご質疑がないようですので、次に農地中間管理事業に係る申請番号１３番から

４１番について、ご質疑ございませんか。内田委員。 

○委員（２番 内田 弘幸君）  １４番で髙木局長のほうから、下から２番目は取下げということであ

ったんですけど、借り賃のことはそのままでよかですかね。年率が減るけど、そのままでよかという

ことですかね。 

○事務局長（髙木 謙次君）  すみません、金額はちょっと確認させてもらっていいですか。すみませ

ん。（発言する者あり） 

○事務局（酒井 伸也君）  すいません、先ほどの取り下げた分の金額ですけども、６万８,０００円

減額となっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 ４０番の申請で田島さんが関係者となっておりますので、退室をお願いします。 

〔３番 田島委員 退室〕 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑等とないようですので、ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。議案第２６号は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に適合した適正な計画で

あると認め、農用地利用集積計画を決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご異議ないようですので、集積計画を決定することとします。 

 ここで、田島委員の入室を求めます。 

〔３番 田島委員 入室〕 

○議長（馬場 保君）  全員一致で了解していただきました。 

 次に、日程第５、報告第５号、非農地通知の発出について、事務局から報告を求めます。 

○事務局（酒井 伸也君）  議案書３３ページを御覧ください。 

〔報告第５号の朗読〕 
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 議案書３４ページを御覧ください。 

 令和４年度に個人で非農地判断を申請された農地について、結果、Ｂ分類と判定した農地について、

令和４年１２月１５日から令和５年３月２５日までに非農地通知を発出しました。 

 以上です。 

○議長（馬場 保君）  ありがとうございます。 

 報告第５号について、ご質疑がありましたらお願いします。ご質疑ございませんか。 

○議長（馬場 保君）  森﨑委員。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  中間管理機構でさ、出してくれというけん出したら、半年もせんう

ちに借り手がおりません。あれ中間管理機構で調べよっとね。出せ出せて言うて、いつも出すだけじ

ゃなか。 

○事務局（酒井 伸也君）  一応中間管理機構に出したときに、面積とかではねられたりとか。 

○委員（１４番 東 康敬君）  実際的に中間管理機構は、今までは貸す人がいて、借りる人がおって、

成立して中間管理機構を通してくださいという。農地の所有者が中間管理機構に預けますよというの

絶対預からんとですよ、おかしか中間管理機構の組織というのは。 

○委員（７番 草野 英治君）  すいません、それを今決めている人がいる。それでまた意向調査を黄

色貼ってて意向調査が来たときに、またそこを貸して、かかりゃ。一応また書くですね、中間管理機

構に貸すていう。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  普通は一緒やもん。 

 中間管理機構にやかましく言うとって。（笑声）すんなと。 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ほかにご質疑がないようですので、報告を終わります。 

 お諮りします。本総会における議決事件について、その条項、字句、数字、その他、整理を要する

ものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ご異議なしと認めます。したがって、これらの整理を要するものについては、

議長に委任することに決定しました。 

 これをもちまして、議決事件の審議は全て終了しました。どうもありがとうございました。 

 ここで暫時休憩とします。休憩後、農政推進に係る協議を行います。 

午後３時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時35分再開 
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○議長（馬場 保君）  ただいまより農政推進に係る協議を行います。各委員の協力方よろしくお願い

いたします。 

 それでは、早速、本日の協議に入ります。 

 活動記録簿について、事務局の説明を求めます。 

○事務局（酒井 伸也君）  活動記録簿については、この①に日にちとか活動時間とかを書いていただ

ければいいかと思います。もしこれ見守り活動以外をされた分については、裏面の何も書いていない

白紙のところ、以降を書いていただきたいと思います。この上の項目というところがちょっと変わっ

てくるもんですから、見守り活動以外の分があれば、白紙のほうに新しく書いていただきたいと思い

ます。 

 あと、項目のところで、活動の項目の上の２行目のところですけども──あ、２行目じゃない詳細

のところですね、一番広い枠のところに地域行事への参加とか書いてある場合もありますけども、行

事名だけ書いてあったりとかあるもんで、行事名とその時の行事に行った時にもう農地の異常が何か

確認をしたとか、ちょっと農地に絡めた形で書いてもらえれば集計がしやすくなりますので、お願い

したいと思います。 

 例えばイノシシの防護柵設置作業とか書かれている場合もあるんですけども、イノシシ防護柵設置

をしながら農地の異常がないか確認をしたとか、ちょっと一言、農地を確認したというのを書いてお

いてもらえればいいかと思います。 

 あと、次のページの③のところです。総会とか、今日の総会とかは項目が１の１とかになってくる

んですけども、大体この上の太文字のところが主に使う項目かなと思います。これを見ながら項目を、

分かる範囲、もう分からなければ空欄でも結構です。 

 最後の④のところは、こういった例ですね、どういう活動をしたというのを、こういう項目ですよ

という例でつけております。 

○委員（４番 池田 兼三君）  ５月分はさ、前からここで用意しているのでいいのか。 

○事務局（酒井 伸也君）  ああ、そうですね、５月からので結構です。一応活動記録の件で何かご質

問とかはないですか。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  項目はさ、分からんけん、事務局が書いてくれ。（笑声） 

○事務局（酒井 伸也君）  はい、分からないのは空白で出してもらって。 

○委員（１５番 森﨑 茂德君）  何でも分からん。（笑声） 

○委員（１７番 小筏 正治君）  １日、１つて言うとるけど、１日、２つ、３つあったときはどうす

る。 

○事務局（酒井 伸也君）  一応活動日数のカウントが、１日こう、２回回っても３回回っても１とな

るもんですから、何回も話すときはもう、そこの欄に回ったもの書いてもらえばいいかと思います。
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１日何回回っても１日となりますので、そこをちょっと気をつけてもらいたい。１日に３回、４回回

っても、カウントは１日となりますので。（発言する者あり） 

○委員（２番 内田 弘幸君）  本当にしたことは書くなと言うち、本当にしとらんこと書きよったら。

（笑声）おかしいのう。 

○事務局（酒井 伸也君）  すみません、よろしくお願いします。 

○議長（馬場 保君）  ほかに質問などございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  ないようでしたら、その他に移ります。 

 事務局または皆さんから何かございませんか。ありませんか。何かございませんか。事務局は。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○議長（馬場 保君）  意見もないようですので、これをもちまして農政推進に係る協議を終了します。

委員の皆様、お疲れさまでした。 

午後３時45分閉会 

────────────────────────────── 
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